
- 1 -

政
令
第
二
十
一
号

旅
館
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
旅
館
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
同
法
附
則

第
十
一
条
及
び
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す

る
。（

旅
館
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

旅
館
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
法
」
を
「
旅
館
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
旅
館
営
業
」
を

「
旅
館
・
ホ
テ
ル
営
業
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
和
式
の
構
造
設
備
に
よ
る
客
室
」
を
「
一
客

室
」
に
改
め
、
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
り
、
「
七
平
方
メ
ー
ト
ル
」
の
下
に
「
（
寝
台
を
置
く
客
室
に
あ
つ
て
は
、
九
平
方
メ

ー
ト
ル
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
こ
れ
に
類
す
る
設
備
」
を
「

当
該
者
の
確
認
を
適
切
に
行
う
た
め
の
設
備
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
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九
号
中
「
当
該
施
設
の
」
を
「
そ
の
」
に
、
「
第
一
条
学
校
等
の
敷
地
」
を
「
法
第
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
敷

地
（
こ
れ
ら
の
用
に
供
す
る
も
の
と
決
定
し
た
土
地
を
含
む
。
）
」
に
、
「
当
該
第
一
条
学
校
等
」
を
「
当
該
施
設
」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
十
号
中
「
都
道
府
県
」
の
下
に
「
（
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
に
あ
つ

て
は
、
市
又
は
特
別
区
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
を
同
条
第
一
項

と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
二
条
中
「
ホ
テ
ル
営
業
、
旅
館
営
業
」
を
「
旅
館
・
ホ
テ
ル
営
業
」
に
、
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
又
は
第
二
項
」

に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
、
営
業
」
を
「
、
旅
館
業
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
営
業
」
を
「
旅
館
業
」
に
改
め
る
。

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
三
第
四
項
第
二
号
及
び
第
二
十
八
条
の
九
第
四
項
第
二
号
中
「
ホ
テ
ル
営
業
、
旅
館
営
業
」
を
「
旅
館
・
ホ
テ

ル
営
業
」
に
改
め
る
。

（
生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）
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第
三
条

生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
九
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
号
中
「
め
ん
類
」
を
「
麺
類
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
た
だ
し
書
、
第
四
号
た
だ
し
書
及
び
第
五
号
た
だ
し
書

中
「
あ
わ
せ
」
を
「
併
せ
」
に
改
め
、
同
表
第
十
三
号
中
「
ホ
テ
ル
営
業
及
び
旅
館
営
業
」
及
び
「
こ
れ
ら
の
営
業
」
を
「

旅
館
・
ホ
テ
ル
営
業
」
に
、
「
あ
わ
せ
」
を
「
併
せ
」
に
改
め
、
同
表
第
十
四
号
中
「
あ
わ
せ
」
を
「
併
せ
」
に
改
め
る
。

（
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
九
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
ホ
テ
ル
若
し
く
は
旅
館
」
を
「
ホ
テ
ル
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
ホ
テ
ル
（
」
を
「
ホ
テ
ル
等
（
」

に
、
「
ホ
テ
ル
営
業
」
を
「
旅
館
・
ホ
テ
ル
営
業
」
に
改
め
、
「
又
は
旅
館
（
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
旅
館
営
業

に
係
る
建
物
又
は
建
物
の
部
分
を
い
う
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
ホ
テ
ル
、
旅
館
」
を
「
ホ
テ
ル
等
」
に
改
め
る
。

附

則
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（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
旅
館
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
六
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
旅
館
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
旅
館
業
法
（
以
下
「
旧
旅
館
業
法
」

と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
旧
旅
館
業
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
旅
館
営
業
を
営
ん
で

い
る
者
が
そ
の
営
業
の
用
に
供
し
て
い
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
十
五
日
ま
で
は
、
引
き
続
き
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
旅
館
業
法
施
行
令
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
旅
館
営
業
の
施
設
の
構
造
設
備
の
基
準
に
適
合
す
る

限
り
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
旅
館
業
法
施
行
令
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
館
・
ホ
テ
ル
営
業
の
施
設
の
構

造
設
備
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。


